
 

長崎大学学則の変更の事由及び変更点 

 

変更の事由  

医学部医学科の入学定員を見直すため，所要の改正を行うものである。  

 

変更点  

医学部医学科の入学定員及び収容定員に関する規定を整備すること。 

学則－1



 

○長崎大学学則（案） 

平成１６年４月１日 

学則第１号 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 修業年限，在学期間，学年，学期及び休業日（第４条―第９条） 

第３章 入学，編入学，転入学，転学部等，休学，復学，留学，退学，転学，再入学及び

除籍（第１０条―第２８条） 

第４章 教育課程の編成，授業科目の区分等，単位，履修方法，考査及び単位の授与（第

２９条―第４４条） 

第５章 卒業及び学位並びに教員の免許状授与の所要資格の取得（第４５条―第４８条） 

第６章 賞罰（第４９条・第５０条） 

第７章 検定料，入学料，授業料及び寄宿料（第５１条―第６０条） 

第８章 科目等履修生，研究生，特別聴講学生，特別の課程及び外国人留学生（第６１条

―第６５条） 

第９章 雑則（第６６条・第６７条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 長崎大学（以下「本学」という。）は，国立大学法人長崎大学基本規則（平成１６

年規則第１号）第３条に規定する理念に基づき，実践教育を重視した最高水準の教育を提

供し，幅広い視野と豊かな教養及び深い専門知識を備え，課題探求能力及び創造力に富ん

だ人材を養成し，もって地域及び国際社会に貢献することを目的とする。 

２ 本学の学部の修業年限，教育課程，教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項につ

いては，この学則の定めるところによる。 

（教育研究上の目的の公表等） 

第１条の２ 各学部は，学部，学科又は課程ごとに，人材の養成に関する目的その他の教育

研究上の目的を学部規程に定め，公表するものとする。 

（学部，学科，課程及び収容定員） 

第２条 本学の学部に，次の学科及び課程を置く。 
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学部 学科及び課程 

多文化社

会学部 

多文化社会学科 

教育学部 学校教育教員養成課程 

経済学部 総合経済学科 

医学部 医学科，保健学科 

歯学部 歯学科 

薬学部 薬学科，薬科学科 

情報デー

タ科学部 

情報データ科学科 

工学部 工学科 

環境科学

部 

環境科学科 

水産学部 水産学科 

２ 収容定員は，別表第１のとおりとする。 

（講座等） 

第３条 前条第１項に掲げる学部又は学科に，講座，学科目等を置くことができる。 

２ 前項の講座，学科目等は，別に定める。 

第２章 修業年限，在学期間，学年，学期及び休業日 

（修業年限） 

第４条 学部の修業年限は，４年とする。ただし，医学部医学科，歯学部及び薬学部薬学科

にあっては，６年とする。 

（入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算） 

第５条 大学の学生以外の者が第６１条に規定する科目等履修生又は第６３条の２に規定

する特別の課程の履修生として一定の単位を修得した後に本学に入学する場合において，

当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは，修得した単
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位数その他の事項を勘案して所属学部教授会の議を経て学長が定める期間を修業年限に

通算することができる。ただし，その期間は，修業年限の２分の１を超えてはならない。 

（在学期間） 

第６条 本学における在学期間は，修業年限の２倍を超えることができない。 

（学年） 

第７条 学年は４月１日に始まり，翌年３月３１日に終る。 

（学期） 

第８条 学年を分けて，次の２期とする。 

前期 ４月１日から９月３０日まで 

後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

２ 前項に定める各学期は，前半及び後半に分けることができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず，学部の事情により，学長が変更することがある。 

（休業日） 

第９条 休業日は，次のとおりとする。 

日曜日及び土曜日 

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

開学記念日 ５月３１日 

春季休業 ３月２１日から４月７日まで 

夏季休業 ８月１１日から９月３０日まで 

冬季休業 １２月２５日から翌年１月７日まで 

２ 前項の規定にかかわらず，学部の事情により，学長が変更することがある。 

３ 学長は，必要があると認めるときは，臨時の休業日を定めることができる。 

第３章 入学，編入学，転入学，転学部等，休学，復学，留学，退学，転学，再入学

及び除籍 

（入学の時期） 

第１０条 入学の時期は，学年の始めとする。ただし，後期の始めに入学させることができ

る。 

（入学資格） 

第１１条 本学に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により，
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これに相当する学校教育を修了した者 

(3) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定したもの 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定

める日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格

検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）による大学入学資格検定に合格した者を含

む。） 

(8) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９０条第２項の規定により大学に入学し

た者であって，本学において，大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認

めたもの 

(9) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で，１８歳に達したもの 

（入学志願の手続） 

第１２条 入学志願者は，所定の手続により，願い出なければならない。 

（選抜試験） 

第１３条 入学志願者に対しては，長崎大学入学者選抜規則（平成１６年規則第１６号）の

定めるところにより，選抜試験を行う。 

（合格者の決定） 

第１４条 前条の選抜試験による合格者の決定は，各学部教授会の議を経て，学長が行う。 

（編入学定員を有する学部への編入学） 

第１５条 経済学部，医学部保健学科又は環境科学部の第３年次に編入学することのできる

者は，次の各号のいずれかに該当する者で，かつ，当該学部が別に定める出願資格を有す

る者とし，選抜試験を行った上，当該学部教授会の議を経て，学長が入学を許可する。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

学則－5



 

(3) 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認

められる者 

(4) 外国において学校教育における１４年の課程を修了した者 

(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における１４年の課程を修了した者 

(6) 我が国において，外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育におけ

る１４年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了した者 

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定め

る基準を満たすものに限る。）を修了した者（第１１条に規定する入学資格を有する者

に限る。） 

(8) 高等学校，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程（修業年限が

２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了

した者（第１１条に規定する入学資格を有する者に限る。） 

２ 医学部医学科の第２年次に編入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当す

る者とし，選抜試験を行った上，当該学部教授会の議を経て，学長が入学を許可する。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１

６年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了した者 

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定

める日以後に修了した者 

（欠員のある場合の編入学及び転入学） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する者については，欠員のある場合に限り，選考の上，
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当該学部教授会の議を経て，学長が入学を許可することがある。 

(1) 学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者で，編入学を

志望するもの 

(2) 短期大学，高等専門学校，国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した

者で，編入学を志望するもの 

(3) 教育学部若しくは学芸学部の２年課程を修了した者又は学校教育法施行規則（昭和

２２年文部省令第１１号）附則第７条に規定する従前の規定による学校の課程を修了し，

若しくはこれらの学校を卒業した者で，編入学を志望するもの 

(4) 外国において学校教育における１４年の課程を修了した者で，編入学を志望するも

の 

(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における１４年の課程を修了した者で，編入学を志望するもの 

(6) 我が国において，外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育におけ

る１４年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了した者で，編入学を志望するもの 

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であることその他の文部科学大臣の定め

る基準を満たすものに限る。）を修了した者（第１１条に規定する入学資格を有する者

に限る。）で，編入学を志望するもの 

(8) 高等学校，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程（修業年限が

２年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了

した者（第１１条に規定する入学資格を有する者に限る。）で，編入学を志望するもの 

(9) 他の大学に在学する者又は卒業し，若しくは退学した者で，転入学を志望するもの 

(10) 我が国において，外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程

に在学する者又は当該課程を修了し，若しくは退学した者で，転入学を志望するもの（第

１１条に規定する入学資格を有する者に限る。） 

２ 前項各号に掲げるもののほか，医学又は歯学の進学課程を修了した者又はこれと同等以

上の学力があると認められる者の編入学については，医学部又は歯学部が別に定める。 

（編入学又は転入学を許可された者の修業年限等） 

第１７条 前２条の規定により入学を許可された者の入学する前に履修した授業科目につ
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いて修得した単位及び入学する前に行った第３７条第１項に規定する学修の取扱い並び

に在学すべき年数については，所属学部教授会の議を経て，学長が定める。 

２ 前項の規定により在学すべき年数を定められた者の在学期間は，第６条の規定にかかわ

らず，在学すべき年数の２倍を超えることができない。 

３ 第１項の規定により在学すべき年数を定められた者の休学期間は，第２２条第２項の規

定にかかわらず，在学すべき年数に相当する年数を超えることができない。 

（入学手続） 

第１８条 選抜試験又は選考の結果に基づき，入学の合格通知を受けた者は，所定の期日ま

でに次の手続をしなければならない。 

(1) 入学料を納付すること。 

(2) 誓約書及び保証書を提出すること。ただし，第６４条に規定する外国人留学生につ

いては，誓約書のみの提出とする。 

２ 保証書の保証人は，原則として父母又はこれに準ずる者とし，学生と連帯して責任を負

うものとする。保証人又は保証人の住所に変更があった場合は，速やかに届け出なければ

ならない。 

（入学許可） 

第１９条 学長は，前条の入学手続（第５３条の規定により，入学料の免除又は徴収猶予の

申請を行った者は，前条第１項第１号の手続を除く。）を完了した者に入学を許可する。 

２ 学長は，入学を許可した者に対して，入学時に学生証を交付する。 

（転学部等） 

第２０条 学生から転学部の願い出があったときは，関係学部教授会の議を経て，学長が許

可することがある。 

２ 前項の規定により転学部を許可された者の修業年限等に関しては，第１７条の規定を準

用する。 

３ 前２項の規定は，学科及び課程を変更する場合について準用する。この場合において，

第１項中「関係学部教授会」とあるのは「所属学部教授会」と読み替えるものとする。 

（休学） 

第２１条 学生が疾病その他の理由により，引き続き２か月以上修学を中止しようとすると

きは，所属学部長を経て，学長に休学を願い出て，許可を受けなければならない。 

（休学期間） 

第２２条 休学は，引き続き１年を超えることができない。ただし，特別の理由があるとき
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は，更に１年以内の休学を許可することがある。 

２ 休学期間は，通算して４年（医学部医学科，歯学部及び薬学部薬学科にあっては６年）

を超えることができない。 

３ 休学期間は，第６条及び第４５条の期間に算入しない。 

（復学） 

第２３条 休学期間が満了したとき又は休学期間中にその理由がなくなったときは，所属学

部長を経て，学長に復学を願い出て，許可を受けなければならない。 

（留学） 

第２４条 学長は，学生が外国の大学又は短期大学で学修することが教育上有益であると所

属学部教授会において認めるときは，あらかじめ，当該外国の大学又は短期大学と協議の

上，学生が当該外国の大学又は短期大学に留学することを認めることがある。 

２ 留学の期間は，第６条及び第４５条の期間に算入する。 

（退学） 

第２５条 学生が退学しようとするときは，所属学部長を経て，学長に願い出て，許可を受

けなければならない。 

（転学） 

第２６条 学生が他の大学に転学しようとするときは，所属学部長を経て，学長に願い出て，

受験の許可を受けなければならない。 

（再入学） 

第２７条 第２５条による退学者又は次条第５号により除籍となった者が，退学後又は除籍

後２年以内に退学前又は除籍前に所属していた学部の学科又は課程に再入学を願い出た

場合は，当該学部教授会の議を経て，学長が許可することがある。この場合において，次

条第５号により除籍となった者が再入学をすることを復籍とし，復籍は，未納の授業料を

納付することを条件とする。 

２ 前項の規定により入学を許可された者については，本学退学時又は除籍時までの在学期

間，休学期間，留学期間及び停学期間は入学後の当該期間に通算するものとし，既に履修

した授業科目について修得した単位の取扱いについては当該学部教授会の議を経て，学長

が定めるものとする。 

３ 復籍した者が，除籍となった場合は，復籍することを許可しない。 

（除籍） 

第２８条 学生が次の各号の一に該当するときは，所属学部教授会の議を経て，学長がこれ
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を除籍する。 

(1) 正当の理由なくして欠席が長期にわたるとき。 

(2) 成業の見込みがないと認めたとき。 

(3) 在学期間が修業年限の２倍を超えたとき又は休学期間が第２２条第２項の期間を超

えたとき。 

(4) 休学期間が満了しても復学の願い出をしないとき。 

(5) 授業料を納めないとき。 

(6) 第５３条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で，次に掲げるもの

が納めるべき入学料を所定の期日までに納めないとき。 

ア 免除又は徴収猶予が許可されなかったもの 

イ 入学料の一部の免除が許可されたもの 

ウ 徴収猶予が許可されたもの 

第４章 教育課程の編成，授業科目の区分等，単位，履修方法，考査及び単位の授与 

（教育課程の編成） 

第２９条 教育課程は，本学，学部及び学科又は課程の教育上の目的を達成するため，大学

教育における基本的教養を会得させ併せて専門の幅広い基盤を理解させることを目的と

した教養教育に関する授業科目（以下「教養教育科目」という。）及び学部等の専攻に係

る専門教育に関する授業科目（以下「専門教育科目」という。）を有機的に組み合わせて，

体系的に編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては，学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに，幅

広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するも

のとする。 

（授業科目の区分） 

第３０条 教養教育科目の区分は，次のとおりとする。 

教養ゼミナール科目 

情報科学科目 

数理・データサイエンス科目 

健康・スポーツ科学科目 

キャリア教育科目 

プラネタリーヘルス科目 

外国語科目 
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教養モジュールⅠ科目 

教養モジュールⅡ科目 

人文・社会科学科目 

生命・自然科学科目 

総合科学科目 

グローバル科目 

教職課程関連科目 

２ 専門教育科目の区分は，各学部の履修に関する規程（以下「学部規程」という。）の定

めるところによる。 

３ 第６４条に規定する外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において相当の

期間中等教育（中学校又は高等学校に対応する学校における教育をいう。）を受けた者（以

下この章において「外国人留学生等」という。）の教育について必要があると認めるとき

は，第１項に規定する科目のほか，留学生用科目を開設する。 

４ 各授業科目を，必修科目，選択科目及び自由科目に分ける。 

（授業科目の開設） 

第３１条 教養教育科目は，本学のすべての教員の参画により開設するものとする。 

２ 専門教育科目は，各学部の教員により開設するものとする。 

（授業の方法） 

第３２条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併

用により行うものとする。 

２ 前項の授業は，文部科学大臣が定めるところにより，多様なメディアを高度に利用して，

当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメ

ディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，

同様とする。 

（１単位当たりの授業時間） 

第３３条 １単位の授業科目は，４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを

標準とし，授業の方法に応じた１単位当たりの授業時間は，次の基準によるものとする。 

(1) 講義については１５時間 

(2) 演習については３０時間 

(3) 実験，実習及び実技については４５時間 
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２ 前項の基準どおりできない事情があるとき又は教育効果を考慮して必要があるときは，

前項第１号の講義及び前項第２号の演習については１５時間から３０時間の範囲で，前項

第３号の実験，実習及び実技については３０時間から４５時間の範囲で，学部規程又は長

崎大学教養教育履修規程（平成２４年規程第２号。以下「教養教育履修規程」という。）

において定めることができる。ただし，講義，演習，実験，実習又は実技の併用により行

う授業及び芸術等の分野における個人指導による実技の授業については，学部規程又は教

養教育履修規程の定める時間の授業をもって１単位とすることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，

これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には，これら

に必要な学修等を考慮して，単位数を定めることができる。 

（授業期間） 

第３４条 各授業科目の授業は，十分な教育効果を上げることができるよう，８週，１５週

その他の本学が定める適切な期間を単位として行うものとする。 

（成績評価基準等の明示等） 

第３４条の２ 各学部は，学生に対して，授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画を

あらかじめ明示するものとする。 

２ 各学部は，学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確

保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にしたがっ

て適切に行うものとする。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第３４条の３ 各学部は，当該学部の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修

及び研究を実施するものとする。 

（他学部における授業科目の履修等） 

第３５条 学生が他学部の授業科目を履修することが教育上有益であると各学部において

認めるときは，当該授業科目を履修させることができる。 

２ 学生は，他学部の開設する授業科目を履修しようとするときは，所属学部長を経て，当

該授業科目を開設する学部長の承認を受けなければならない。 

３ 前２項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位の取扱いは，学部規

程の定めるところによる。 

（本学大学院における授業科目の履修等） 

第３５条の２ 学生が本学大学院に進学を希望し，当該大学院の授業科目を履修することが
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教育上有益であると各学部において認めるときは，当該授業科目を履修させることができ

る。 

２ 学生は，本学大学院の開設する授業科目を履修しようとするときは，所属学部長を経て，

当該授業科目を開設する研究科長又は学環長の承認を受けなければならない。 

３ 第１項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位は，所属学部の卒業

の要件として学部規程で定める学生が修得すべき単位数（以下「卒業要件単位」という。）

に含めることはできない。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第３６条 学生が他の大学又は短期大学の授業科目を履修することが教育上有益であると

各学部において認めるときは，あらかじめ当該他の大学又は短期大学と協議の上，学生が

当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修することを認め，その履修した授業科目につ

いて修得した単位は６０単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得

したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は，学生が，第２４条の規定により留学する場合，休学期間中に外国の大学

又は短期大学の授業科目を履修する場合，外国の大学又は短期大学が行う通信教育におけ

る授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有

するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部

科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修す

る場合について準用する。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第３７条 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大

臣が別に定める学修について，教育上有益であると認めるときは，本学における授業科目

の履修とみなし，単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることができる単位数は，前条の規定により本学において修得し

たものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第３８条 学生が本学に入学する前に次の各号の一に該当する単位を有する場合において，

教育上有益であると認めるときは，その単位を入学した後の本学における授業科目の履修

により修得したものとみなすことができる。 

(1) 大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）において履修した授業科目

について修得した単位 
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(2) 大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第３１条第１項に規定する科目等履

修生として修得した単位 

(3) 大学設置基準第３１条第２項に規定する特別の課程の履修生として修得した単位 

２ 学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修について，教育上有益であ

ると認めるときは，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入学，

転入学等の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第３６条及び

前条第１項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位

を超えないものとする。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第３９条 学生が職業を有している等の事情により，第４条に規定する修業年限を超えて一

定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たとき

は，長崎大学長期履修規程（平成１８年規程第４７号）の定めるところにより，その計画

的な履修を認めることができる。 

（外国人留学生等に係る留学生用科目の単位の取扱い） 

第４０条 外国人留学生等が留学生用科目について修得した単位は，教養教育履修規程の定

めるところにより，教養教育科目として修得すべき単位に代えることができる。 

（履修科目の登録の上限） 

第４１条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業要件単位について，

学生が１学年又は１学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を学部規

程で定めることができる。 

２ 前項の場合において，学部規程の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもっ

て修得した学生については，前項に規定する上限を超えて履修科目の登録を認めることが

できる。 

（考査及び単位の授与） 

第４２条 学生が一の授業科目を履修した場合には，考査を行い，合格した者に対しては，

単位を与える。 

２ 考査は，試験，論文，報告書その他の方法により行うものとする。 

第４３条 考査及び単位の認定は，学部規程又は教養教育履修規程の定めるところによる。 

（履修方法等） 

第４４条 この章に定めるもののほか，教育課程の編成，授業科目の名称，単位数，履修方
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法，履修科目の登録の上限，考査及び単位の授与等については，学部規程及び教養教育履

修規程の定めるところによる。 

第５章 卒業及び学位並びに教員の免許状授与の所要資格の取得 

（卒業及び学位の授与） 

第４５条 第４条に規定する期間（第１５条及び第１６条の規定により入学を許可された者

については，第１７条第１項の規定により定められた在学すべき年数）以上在学し，卒業

要件単位を修得した者については，所属学部教授会の議を経て，学長が卒業を認定し，学

士の学位を授与する。ただし，各学部において必要と認めるときは，在学期間及び卒業要

件単位に加え，卒業の要件を課すことができる。 

２ 卒業要件単位のうち，第３２条第２項の授業の方法により修得できる単位数は，別に定

めのある場合を除き６０単位を超えないものとする。 

第４６条 学部（医学部医学科，歯学部及び薬学部薬学科を除く。この条において同じ。）

に３年以上在学した者（これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。）が，

卒業要件単位を優秀な成績で修得したと認める場合には，第４条の規定にかかわらず，そ

の卒業を認めることができる。 

２ 前項に規定する卒業の認定は，次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り行

うことができる。 

(1) 学修の成果に係る評価の基準その他の前項に規定する卒業の認定の基準を定め，そ

れを公表している学部の学生であること。 

(2) 第４１条に規定する履修科目として登録することができる単位数の上限を定め，適

切に運用している学部の学生であること。 

(3) 学生が卒業要件単位を修得し，かつ，当該単位を優秀な成績をもって修得したと認

められること。 

(4) 学生が前項に規定する卒業を希望していること。 

第４７条 学位の授与等については，長崎大学学位規則（平成１６年規則第１１号）の定め

るところによる。 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第４８条 本学の学部の学科等において，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及

び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める所要の単位を修得し

た者は，教員の免許状授与の所要資格を取得することができる。 

２ 前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，別表第２のとおりとす
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る。 

第６章 賞罰 

（賞罰） 

第４９条 学生として表彰に価する行為があった場合は，学長は，所属学部長等の推薦によ

り表彰することがある。 

第５０条 学生が本学の規則に背き大学の秩序を乱し，その他学生としての本分に反する行

為があったときは，長崎大学教育研究評議会の議を経て，学長がこれを懲戒する。 

２ 懲戒は，退学，停学及び訓告とする。 

３ 停学は，確定期限を付す有期の停学及び確定期限を付さない無期の停学とする。 

４ 停学の期間が１か月以上にわたるときは，その期間は，第６条の期間に算入し，第４５

条及び第４６条の卒業の要件として在学すべき期間に算入しない。 

第７章 検定料，入学料，授業料及び寄宿料 

（検定料） 

第５１条 入学，転入学，編入学及び再入学を志願する者は，検定料を納めなければならな

い。 

（検定料等の額及びその徴収方法等） 

第５２条 検定料，入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は，この学則に定めるもののほ

か，長崎大学授業料，入学料，検定料及び寄宿料徴収規程（平成１６年規程第９２号。以

下「徴収規程」という。）の定めるところによる。 

（入学料の免除及び徴収猶予） 

第５３条 特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者については，

本人の願い出により，入学料の全部又は一部を免除し，又は徴収猶予することがある。 

２ 入学料の免除及び徴収猶予については，長崎大学入学料，授業料及び寄宿料の免除等に

関する規程（平成１６年規程第９３号。以下「免除規程」という。）の定めるところによ

る。 

（授業料の納期） 

第５４条 授業料は，前期分及び後期分の２回に分け，それぞれ年額の２分の１に相当する

額を次に定める期間に納めなければならない。 

前期分 ４月１日から４月３０日まで 

後期分 １０月１日から１０月３１日まで 

２ 前項の規定にかかわらず，前期分に係る授業料を納めるときに，当該年度の後期分に係
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る授業料を併せて納めることができる。 

３ 入学年度の前期分又は前期分及び後期分に係る授業料については，第１項の規定にかか

わらず，入学を許可されるときに納めることができる。 

（授業料の免除及び徴収猶予） 

第５５条 経済的理由によって授業料の納付が困難であり，かつ，学業優秀と認められる者

その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては，願い出によりその事情を審査

し，授業料の全部又は一部を免除し，又は徴収猶予することがある。 

２ 前項の授業料の免除及び徴収猶予については，この学則に定めるもののほか，免除規程

の定めるところによる。 

第５６条 前条に規定する授業料の徴収猶予の期限は，前期分は９月１５日限りとし，後期

分は３月１５日限りとする。 

第５７条 第５４条に規定する授業料の納期中に休学を許可された者については，休学当月

の翌月から復学当月の前月までの授業料を免除する。ただし，月の初日から休学期間が開

始する場合については休学当月の分，第８条第３項及び第９条第２項の規定により後期の

開始日が１０月１日前となる場合で当該後期の開始日に復学するときについては復学当

月の分についても免除する。 

第５８条 退学する者，転学する者，停学を命ぜられた者又は除籍される者については，そ

の期分の授業料を徴収する。ただし，免除規程の規定に該当する場合は，この限りでない。 

（寄宿料） 

第５９条 寄宿料の額及び徴収方法等については，徴収規程の定めるところによる。 

２ 学生に特別の事情がある場合は，寄宿料を免除することがある。 

３ 寄宿料の免除については，免除規程の定めるところによる。 

（料金の返還） 

第６０条 既納の料金は，返還しない。ただし，次の各号の一に該当する場合は，当該料金

の相当額（第２号の場合にあっては第１号に規定する第２段階目の選抜に係る検定料に相

当する額を，第４号の場合にあっては後期分の授業料相当額）を返還するものとする。 

(1) 選抜試験において，出願書類等による選抜（以下「第１段階目の選抜」という。）

を行い，その合格者に限り学力検査等による選抜（以下「第２段階目の選抜」という。）

を行い，最終合格者を決定する場合に，第１段階目の選抜の不合格者が，所定の期日ま

でに第２段階目の選抜に係る検定料の返還を申し出たとき。 

(2) 個別学力検査の前期日程又は後期日程（以下「前期又は後期試験」という。）の出
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願受付後に各学部等が課す大学入学共通テストの教科・科目を受験していないことによ

り受験資格がないことが判明した者が，所定の期日までに前期又は後期試験に係る検定

料の返還を申し出たとき。 

(3) 第５４条第３項の規定により入学を許可されるときに授業料を納めた者が，入学年

度の前年度の３月３１日までに入学を辞退し，授業料の返還を申し出たとき。 

(4) 第５４条第２項又は第３項の規定により前期分の授業料を納入する際に後期分の授

業料を併せて納入した者が，後期分の授業料の納入時期前に休学又は退学したとき。 

第８章 科目等履修生，研究生，特別聴講学生，特別の課程及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第６１条 各学部の学生以外の者で，本学が開設する授業科目のうち一又は複数の授業科目

について履修を希望するものがあるときは，選考の上，科目等履修生として入学を許可す

ることがある。 

（研究生） 

第６２条 本学において特殊の事項について研究を希望する者があるときは，選考の上，研

究生として入学を許可することがある。 

（特別聴講学生） 

第６３条 他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）の学生で，本学の特

定の授業科目を履修することを希望するものがあるときは，当該他の大学又は短期大学と

の協議に基づき，特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２ 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

３ 特別聴講学生に係る授業料については，科目等履修生と同様とする。 

４ 前項の規定にかかわらず，特別聴講学生が学術交流協定等において授業料を徴収しない

こととしている外国の大学若しくは短期大学の学生又は大学間相互単位互換協定におい

て授業料を徴収しないこととしている大学若しくは短期大学の学生であるときは，授業料

を徴収しない。 

５ 既納の授業料は，返還しない。 

６ 実験，実習に要する実費は，必要に応じ特別聴講学生の負担とする。 

（特別の課程） 

第６３条の２ 学長は，本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し，これを修了

した者に対し，修了の事実を証する証明書を交付することができる。 

２ 前項に規定する特別の課程に関して，あらかじめ単位の授与を公表している当該課程を
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修了した者に対し，単位を与えることができる。 

３ 本学の学生が第１項に規定する特別の課程を履修することが教育上有益であると認め

るときは，当該課程を履修させることができる。 

（外国人留学生） 

第６４条 外国人留学生として本学に入学を希望する者があるときは，選考の上，入学を許

可することがある。 

（規程） 

第６５条 第６１条から前条までに関する細部についての規則は，別に定める。 

第９章 雑則 

（寄宿舎） 

第６６条 本学に，寄宿舎を置く。 

２ 寄宿舎に関する規則は，別に定める。 

（保健） 

第６６条の２ 学生は，毎学年本学が行う健康診断を受けなければならない。 

２ 所属学部長は，学生の健康を管理し，必要に応じて治療を命じ，又は登学を停止するこ

とができる。 

（補則） 

第６７条 この学則の施行に必要な事項は学長が定め，各学部に必要な規程については，学

長の承認を得て，各学部長が定めるものとする。 

附 則 

１ この学則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 長崎大学学則（昭和２４年５月３１日制定）は，廃止する。 

３ 平成１６年３月３１日現在本学に在学している者（以下この項において「在学者」とい

う。）及び平成１６年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再

入学する者については，旧長崎大学学則は，この学則の施行後も，なおその効力を有する。 

４  別表第１の規定にかかわらず，令和６年度の入学定員は，医学部医学科にあっては１

１５人，医学部にあっては２３１人，各学部の合計にあっては１，６３６人とする。 

５ 別表第１医学部の項の規定にかかわらず，医学部の収容定員は，令和６年度から令和１

１年度までについては，次のとおりとする。 

学 学科・課程 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和１ 令和１１
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部 年度 年度 年度 年度 ０年度 年度 

医

学

部 

医学科 ７３５ ７１０ ６８５ ６６０ ６３５ ６１５ 

保健学科 ４６４ ４７４ ４８４ ４８４ ４８４ ４８４ 

計 １，１９

９ 

１，１８

４ 

１，１６

９ 

１，１４

４ 

１，１１

９ 

１，０９

９ 

６ 別表第１合計の項の規定にかかわらず，収容定員の合計は，令和６年度から令和１１年

度までについては，次のとおりとする。 

 令和６

年度 

令和７

年度 

令和８

年度 

令和９

年度 

令和１

０年度 

令和１１

年度 

合計 ７，０５

９ 

７，０３

４ 

７，００

９ 

６，９８

４ 

６，９５

９ 

６，９３

９ 

  附 則 

 この学則は，令和６年４月１日から施行する。 

別表第１ 

  定員   入学定員 第３年次（医学部

医学科にあっては

第２年次）編入学

定員 

収容定員 

学部 学科・課程   

多文化社

会学部 

多文化社会学科 １００  ４００ 

計 １００  ４００ 

教育学部 学校教育教員養成課程 １８０   ７２０ 

計 １８０   ７２０ 

経済学部 総合経済学科 ２９５ １５ １，２１０ 

計 ２９５ １５ １，２１０ 

医学部 医学科 ９５ ５ ５９５ 
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保健学科 １１６ １０ ４８４ 

計 ２１１ １５ １，０７９ 

歯学部 歯学科 ５０   ３００ 

計 ５０   ３００ 

薬学部 薬学科 ４０   ２４０ 

薬科学科 ４０   １６０ 

計 ８０   ４００ 

情報デー

タ科学部 

情報データ科学科 １２０  ４８０ 

計 １２０  ４８０ 

工学部 工学科 ３３０   １，３２０ 

計 ３３０   １，３２０ 

環境科学

部 

環境科学科 １３０ ５ ５３０ 

計 １３０ ５ ５３０ 

水産学部 水産学科 １２０   ４８０ 

計 １２０   ４８０ 

合計 １，６１６ ３５ ６，９１９ 

備考 収容定員の合計は，令和１２年度以降の人数を示す。 

別表第２ 

学部 学科等 教員の免許状の種類（免許教科・領域） 

多文化

社会学

部 

多文化社会学科 高等学校教諭一種免許状 （英語） 

教育学 学校教育教員養成 幼稚園教諭一種免許状   
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部 課程 幼稚園教諭二種免許状 

小学校教諭一種免許状 

小学校教諭二種免許状 

  

中学校教諭一種免許状 

中学校教諭二種免許状 

（国語，社会，数学，理科，

音楽，美術，保健体育，技

術，家庭，英語） 

高等学校教諭一種免許状 （国語，地理歴史，公民，

数学，理科，音楽，美術，

書道，保健体育，家庭，工

業，英語） 

特別支援学校教諭一種免

許状 

特別支援学校教諭二種免

許状 

（知的障害者，肢体不自由

者，病弱者） 

経済学

部 

総合経済学科 高等学校教諭一種免許状 （商業） 

工学部 工学科 高等学校教諭一種免許状 （理科，工業） 

環境科

学部 

環境科学科 高等学校教諭一種免許状 （理科） 

水産学

部 

水産学科 高等学校教諭一種免許状 （理科，水産） 

 

学則－22



 

〈学則変更の内容〉 

令和６年度医学部臨時定員増（令和６年度までの臨時定員）に伴い、収容定員を増加するもの。 

 

（臨時定員の設置状況） 

平成22年度～平成31年度：15名 ※平成31年度までの時限 

平成23年度～平成31年度：１名 ※平成31年度までの時限 

平成28年度～平成31年度：２名 ※平成31年度までの時限 

平成29年度～平成31年度：２名 ※平成31年度までの時限 

平成30年度～平成31年度：５名 ※平成31年度までの時限 

令和２年度～令和４年度：25名 ※令和４年度までの時限 

令和５年度      ：20名 ※令和５年度までの時限 

 

長崎大学学則の一部を改正する学則（案） 

長崎大学学則（平成１６年学則第１号）の一部を，次の新旧対照表のように改正する。 

新 旧 

第１章 総則 第１章 同左 

（目的）  

第１条 長崎大学（以下「本学」という。）は，国立大学法人長崎大学基本

規則（平成１６年規則第１号）第３条に規定する理念に基づき，実践教育

を重視した最高水準の教育を提供し，幅広い視野と豊かな教養及び深い

専門知識を備え，課題探求能力及び創造力に富んだ人材を養成し，もって

地域及び国際社会に貢献することを目的とする。 

第１条 同左 

２ 略 ２ 同左 

第１条の２ 略 第１条の２ 同左 

（学部，学科，課程及び収容定員）  

第２条 本学の学部に，次の学科及び課程を置く。 第２条 略 

学部 学科及び課程 学部 学科及び課程 
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～  

略 
～  

～  

略 

～  

医学部 医学科，保健学科 

～  

略 

～  

～  

略 

～  
 

～  

同左 

～  

～  

同左 

～  

同左 同左 

～  

同左 

～  

～  

同左 

～  
 

２ 収容定員は，別表第１のとおりとする。 ２ 同左 

第３条 略 第３条 同左 

第２章～第９章 略 第２章～第９章 同左 

附 則 附 則 

１ この学則は，平成１６年４月１日から施行する。 １ 同左 

２及び３ 略 ２及び３ 同左 

４ 別表第１の規定にかかわらず，令和６年度の入学定員は，医学部医学科

にあっては１１５人，医学部にあっては２３１人，各学部の合計にあって

は１，６３６人とする。 

４ 別表第１の規定にかかわらず，令和５年度の入学定員は，医学部医学科

にあっては１１５人，医学部にあっては２３１人，各学部の合計にあって

は１，６３６人とする。 

５ 別表第１医学部の項の規定にかかわらず，医学部の収容定員は，令和６

年度から令和１１年度までについては，次のとおりとする。 

５ 別表第１医学部の項の規定にかかわらず，医学部の収容定員は，令和５

年度から令和１０年度までについては，次のとおりとする。 

学

部 

学科・

課程 

（ 削

る。） 

令和6

年度 

令和7

年度 

令和8

年度 

令和9

年度 

令和10

年度 

令和11

年度 

医

学

部 

医学科 （ 削

る。） 

735 710 685 660 635 615 

保健学

科 

（ 削

る。） 

464 474 484 484 484 484 

計 （ 削

る。） 

1,199 1,184 1,169 1,144 1,119 1,099 

 

学

部 

学科・

課程 

令和5

年度 

令和6

年度 

令和7

年度 

令和8

年度 

令和9

年度 

令和10

年度 

医

学

部 

医学科 740 

 

715 690 665 640 615 

保健学

科 

454 464 474 484 484 484 

計 1,194 

 

1,179 1,164 1,149 1,124 1,099 
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６ 別表第１合計の項の規定にかかわらず，収容定員の合計は，令和６年度

から令和１１年度までについては，次のとおりとする。 

６ 別表第１合計の項の規定にかかわらず，収容定員の合計は，令和５年

度から令和１０年度までについては，次のとおりとする。 

 （ 削

る。） 

令和6

年度 

令和7

年度 

令和8

年度 

令和9

年度 

令和10

年度 

令和11

年度 

合計 （ 削

る。） 

7,059 7,034 7,009 6,984 6,959 6,939 

 

 
令和5

年度 

令和6

年度 

令和7

年度 

令和8

年度 

令和9

年度 

令和10

年度 

合計 

 

7,064 7,039 7,014 6,989 6,964 6,939 

 

附 則  

この学則は，令和６年４月１日から施行する。  

別表第１ 別表第１ 

  定員   入学定員 第３年次（医学

部医学科にあ

っては第２年

次）編入学定員 

収容定員 

学部 学科・課

程 

  

～  

略 

～  

～  

略 

～  

～  

略 

～  
～  

略 

～  

～  

略 

～  

医学部 医学科 ９５ ５ ５９５ 

保健学科 １１６ １０ ４８４ 

計 ２１１ １５ １，０７９ 

～  

略 

～  

～  

略 

～  

～  

略 

～  

～  

略 

～  

～  

略 

～  

合計 １，６１６ ３５ ６，９１９ 
 

  定員   入学定員 第３年次（医学

部医学科にあ

っては第２年

次）編入学定員 

収容定員 

学部 学科・課

程 

  

～  

同左 

～  

～  

同左 

～  

～  

同左 

～  

～  

同左 

～  

～  

同左 

～  

同左 同左 同左 同左 同左 

同左 同左 同左 同左 

計 同左 同左 同左 

～  

同左 
～  

～  

同左 

～  

～  

同左 

～  

～  

同左 

～  

～  

同左 

～  

合計 同左 同左 同左 
 

備考 収容定員の合計は，令和１２年度以降の人数を示す。 備考 収容定員の合計は，令和１１年度以降の人数を示す。 

別表第２ 略 別表第２ 同左 
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